
（様式第 15 号）（要領第 12 関係） 

 

次世代空モビリティ活用信州モデル創出補助金 

業 務 等 質 問（回 答）書 

 質問日： 2026年6月22日 

質問書提出者 商 号 又 は 名 称※  

所    在    地  

電       話  

担当者 所属・氏名  

質 問 内 容 ①「経費内訳書」には詳細の見積書は不要でしょうか？ 

※仮に選定された場合は、申請総額の範囲内で実施しますが、詳細を詰めていく中で、経

費項目ごとに多少の差異が生じる可能性があります。なお、現時点では、詳細まで含めた

正確な見積書の作成が難しい状況です。 

 

②業務を委託し進める予定ですが、その委託会社から再委託を出してもよろしいでしょう

か。 

 

③補助金で業務委託先の子会社でドローンを購入・保有しオペレーションしていく事は可能

でしょうか？ 

 ※共同企業体を形成する者である場合、構成団体の名称を全て記載すること 
回答日：令和８年６月25日 

回    答 ①提出書類については、公募要領第８に記載のとおりです。詳細の見積書の提出は不要

です。 

 

②再委託費の取扱いについては、公募要領第５(1)における委託費に準じます。補助事

業の実施に必要な範囲で、指定した経費を対象に、委託内容、金額等が明記された契約

書を締結し、補助事業者に成果物等が帰属される場合に限り可能です。 

 

③委託費の取扱いについては、上記②に記載のとおりです。指定した経費以外は、補助対

象になりません。 

 


